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我
が
国
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
に
譲
与
し
た
装
備
品
等
に
つ
い
て
は
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第

百
十
六
条
の
三
の
規
定
及
び
防
衛
装
備
移
転
三
原
則
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
閣
議
決
定
）
を
踏
ま
え
締
結
し
た
自
衛
隊
の

装
備
品
及
び
物
品
の
贈
与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
と
の
間
の
交
換
公
文
（
令
和
四
年
外
務
省
告
示
第
百
十

五
号
）
に
お
い
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
は
、
「
贈
与
さ
れ
た
装
備
品
及
び
物
品
が
適
正
に
か
つ
国
際
法
違
反
の
侵
略
を
受
け
て

い
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
防
衛
に
関
連
す
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
に
よ
る
活
動
（
国
際
連
合
憲
章
の
目
的
及
び
原
則
と
両
立
す
る
も
の
）

の
た
め
に
の
み
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
及
び
「
日
本
国
政
府
の
書
面
に
よ
る
事
前
の
同
意
を
得
な
い
で
、
贈
与
さ
れ

た
装
備
品
及
び
物
品
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
以
外
の
者
（
他
の
政
府
を
含
む
。
）
に
移
転
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
」
の
た
め

に
必
要
な
措
置
を
採
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
侵
略
を
受
け
て
い
る
現
状
に
鑑
み
れ
ば
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
が

我
が
国
が
譲
与
し
た
装
備
品
等
を
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
防
衛
に
関
連
す
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
に
よ
る
活
動
（
国
際
連
合
憲
章
の
目

的
及
び
原
則
と
両
立
す
る
も
の
）
」
以
外
の
た
め
に
使
用
し
た
り
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
に
よ
り
「
日
本
国
政
府
の
書
面
に
よ
る

事
前
の
同
意
を
得
な
い
で
、
贈
与
さ
れ
た
装
備
品
及
び
物
品
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
以
外
の
者
（
他
の
政
府
を
含
む
。
）
に
移
転
」

さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
想
定
し
て
い
な
い
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
と
の
個
別
の
や
り
取
り
に
つ
い
て
は
、
相
手
国
と
の
関
係
も



 

２ 

 

あ
り
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。 


